
日弁連再審法改正実現本部本部
長代行、大崎事件弁護団事務局
長。早稲田大学法学部卒業。会社
員、結婚、出産、予備校講師を経
て、２００２年に司法試験合格。
２００４年に鹿児島県弁護士会登
録、２０１２年鹿児島県弁護士会
副会長を歴任後、２０２１年に京
都弁護士会に登録替え、２０２２
年にKollect京都法律事務所を設
立。著書に『大崎事件と私～アヤ子
と祐美の４０年』（LABO）など。

鴨志田 祐美 (かもしだ ゆみ)

第１部　講　演

第２部　パネルディスカッション
　　　  弁護士 ×えん罪被害者

鴨志田祐美弁護士

鴨志田祐美弁護士
青木惠子さん（東住吉事件えん罪被害者）
西山美香さん（湖東記念病院事件えん罪被害者）
近藤剛（岡山弁護士会弁護士）

【パネリスト】

主催／岡山弁護士会　共催／日本弁護士連合会、中国地方弁護士会連合会
お問い合わせ／岡山弁護士会　岡山市北区南方1-8-29 ｜TEL 086-223-4401 ｜URL https://www.okaben.or.jp/

34
2023

SAT

13:30-
16:30
開場 13:00

日弁連再審法改正全
国キャラバン

再審法
改正 

待ったなし！

えん罪被害者救済の最後のセーフティネットで
ある再審制度が機能不全・時代遅れになってい
ます。再審事件の当事者から直接聞いて、今も苦
しんでいるえん罪被害者を救済するために、再
審法改正実現に向けて共に声を上げましょう。

先着70名
参加無料・予約不要

※事前申込み不要ですが、定員オーバー等の場
合にご参加をお断りする場合がありますので、
できる限りＹｏｕＴｕｂｅ配信をご覧ください。

岡山弁護士会館 大会議室

&
岡山市北区南方1-8-29


